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４．２で選定した 13 事例に関するケーススタディの実施結果を、次頁以降に整理した。 

４．３ ケーススタディの実施結果 
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Ⅰ．山形県金山町まちなみ整備 

Ⅰ－１．事業概要 

（１）事業概要 

山形県金山町まちなみ整備の事業概要は以下のとおりである。 

 

表 事業概要 

■事業名 山形県金山町まちなみ整備 

■事業分野 都市・地域整備 

■事業の種類 改修 

■賞の受賞 2007 年土木デザイン賞受賞 

■特に参考となる効果 居住者の日常的な利用行動の変化 

■事業対象・規模 対象：山形県最上郡金山町 

規模： 約 42Ha 

■事業主体 金山町 

■周辺の関連事業 ― 

■景観検討の段階 構想・計画・設計 

■PI の有無 なし 

■事業期間・竣工 昭和 53 年度 ～ 

■事業概要 金山町は山形県の最東北部に位置し、町域の８割を森林が占
め、農林業を基幹産業とする町である。約120 年前英国人旅行家
イザベラ・バードが当地を訪れ「ロマンチックな雰囲気の場所」
と絶賛した風景を今も残している。 
金山町の街づくりは、昭和38年の「全町美化運動」にはじまり、

昭和58年度からは『街並み（景観）づくり100年運動』を基幹プ
ロジェクトとして位置付けて街並みづくりを推進してきた。この
プロジェクトは、町全体を対象に、100年をかけて自然と調和
した美しい居住環境を構築しようとするものである。 
街並みは、地場産の金山杉を活用し、こげ茶または黒の切

妻屋根、白壁または自然色の塗り壁、杉板張りの外壁をもつ
伝統的工法に基づいた「金山型住宅」を軸に形成されている。
町は、昭和53年から「金山町住宅建築コンクール」を毎年開
催し、金山町の街並みにふさわしいと思われる「優良な住宅」
を表彰している(現在は金山町商工会に委託)。昭和59年には、
コンクールでの事例の蓄積を踏まえ、HOPE計画(地域住宅計
画)で金山型住宅のモデルを提示し、街並みづくりの方向性を
示した。さらに、昭和61年には「金山町街並み景観条例」を
制定し、建築物の基準を明確にするとともに、新築住宅への
助成を行うこととした。 
在来工法を基本とする金山型住宅の建築は、地元の「金山杉」

を利用することで林業や在宅産業に波及効果をもたらし、住宅
建築コンクールを通して、地元の職人育成や技術の向上が図ら
れている。 
金山のまちづくりの最大の特徴は、住民生活と景観づくりが

一体となっている点であり、「景観の共有性を前提とし、美しく

快適な生活環境を形成するため、地域の資源を最大限に活用し、

地域住民と行政が一体となって進める積極的な町づくり活動で

ある」を前提として、個々のものをある基準に基づいて統一的

に整備することで、全体として風景と調和のとれた美しい景観

形成を目指している。公共交通の整備により、施設周辺の利便

性が向上している。 
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▲金山三山とその麓に広がる街並み 

 
▲住宅建材料として使われている金山杉 

  

▲明治時代の旅館の建物（左）と    ▲石積みの水路「大堰」 

最近建てられた金山型住宅（右） 

 

 
▲町民が毎朝掃除をする 
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（２）事業対象地位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事例対象位置図 

 

 
 

 

 



 4-16

  

▲『街並み（景観）づくり百年運動』の 3 つの理念と金山町の景観形成基準（ガイドラ

イン）の記載事例 
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Ⅰ－２．計画・設計の意図および期待される効果 

 

（１）計画・設計の意図 

文献調査、設計者ヒアリング、事業者ヒアリングより、当該施設の整備の方針は、大

きく３つに整理される。以下に、各方針に対する計画・設計の考え方と内容をまとめる。 

 

１）古い建物と新しい建物の調和 

1. 住宅建築コンクールの開催 

 昭和 53 年から実施している住宅建築コンクールは、金山型住宅の普及と金山大工

（職人）の技術の向上を目的として始められ、平成４年度からは、応募された住宅と

周囲の環境・景観についても審査を行っている。 

 また、このコンクールは、「金山町地域住宅計画（HOPE 計画）」や「金山町街並み景

観条例」の主目的である『金山型住宅による家並みづくり』の基礎になっており、美

しい景観づくりの展開過程の基礎づくりから概念づくりまでの「橋渡し的施策」とし

て位置づけられている。 

 基本的には、最上地域（１市４町３村）に建築された住宅で、金山町民もしくは金

山の工務店等に勤務している人が建てたものを応募対象とし、審査は、応募者自身の

自主審査（第１次審査）を経て応募されたものについて、配置及び平面計画、素材の

選択、技術、仕上げ、形、色彩等について 100 点満点の減点方式で評価される。 

 

 

 

▲住宅コンクール過去の入賞作品 
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2. 地場産業、伝統技術の活用 

街並みの基本となる「金山型住宅」は切妻屋根（主にこげ茶または黒）に漆喰の白

壁、杉の下見板という、在来工法で建てられた住宅である。この杉板には金山杉（樹

齢８０年以上の杉の木）が使われている。金山で育った木材や伝統的な材料を使うこ

とによって、気候風土にあった建物になっていると言える。 

 

▲金山型住宅の概要 

 

  

▲金山大工の仕事風景           ▲金山杉の美林 
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３．既存の古い建物の活用 

金山町では、歴史的な古い建物を保全・復元し、うまく活用することで、歴史的街

並みの形成を図っている。 

 

  

▲現存する古い住宅を飲食店として活用   ▲旧金山郵便局（現「交流サロンぽすと」） 

 

  

▲米蔵と炭蔵を再生した「蔵史館」     ▲「蔵史館」内部。ミニコンサートなどに利用 
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２）街並み回遊ルート整備による回遊性の向上 

  平成 8年度からは、「くらしの道づくり計画」に基づいて生活道路・水路・公園
等の整備が行われ、個々の家が景観に配慮した道路や公園等で結ばれることで、
美しい街並みが線となり、整備範囲の拡大により面となってきている。 

 

 １．河川・水路の整備 

  水路は町中を張り巡らせるように整備している。水路の護岸は、家並みと調和する
ように石積みとした。 

  
▲町中の水路               ▲「大堰」 

 

 ２．生活道路・公園等の整備 

  道路は生活道路（裏道）を整備した。道路舗装は地域の材料である、緑色の安山岩

を骨材とした洗い出しを採用し、周辺景観との調和を図っている。 

  
▲町中の公園               ■整備された裏道 

 

▲整備前                 ▲整備後
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３）基準誘導による美しい町並みの形成 

 １．金山町地域住宅計画（HOPE 計画）の策定 

 金山町では昭和 59 年度に地域住宅計画 （通称 HOPE 計画）を策定。「良好な住宅市

街地の形成」「地域住宅文化の形成」「地域住宅産業の形成」という３つの視点から、美

しい街並み形成の考え方、地域に合った住宅モデルの提案、これらの進め方等について、

体系的に整理し、金山型住宅の普及を基本とし、地域の風景にや特性を十分に活かした

快適で美しい居住環境づくりを進めるための指針となっている。 

「金山・杉のふるさと 雪のふるさと 木の住まい」がテーマであり、杉林と豪雪と

いう金山町の風土と金山杉をふんだんに使った木造住宅の美しい景観形成をキーワード

として盛り込んでいる。 

 

 

▲HOPE 計画に沿ってつくられた住宅 
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２．金山町街並み景観形成基準の制定 

昭和 61 年 3 月に条例第 2号「金山町街並み景観条例」が策定された。条例では、「個

性豊かな街並みづくり」、「自然の美観の維持及び増進」、「新しい街並みづくり」、「快適

な町づくり」、「誇りのもてる町づくり」という５つの柱を掲げている。また、町内で建

築行為を行おうとする者は、町に届け出をしなければならないとしておりますが、罰則

規定はなく、内容としては助成、援助、指導、助言といった支援的な性格を有する。 

 町では、条例に基づく助成金制度を設けており、形成基準に合致した建築をすれば、

最大 50 万円の助成金を交付。（平成 8年度までは最大 30 万円の助成金） 

 形成基準は、当町に古くから残っている住宅を基本として作成されており、基本理念

に「町全体を風景としてとらえ、周囲の自然や歴史的資産が美しく見え、かつ住民が住

みやすく、風景と調和する美しい町を形成する」と掲げ、古くから当町が持ち続けてき

た美しい風景と個性豊かな街並みを、より美しく誇り高い郷土につくり上げることを決

意するものとなっている。 

 

  

▲町が描く将来像のイメージ 

  
▲住宅の例
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（２）期待される効果 

 １）設計意図と期待した効果のまとめ 

文献調査と設計者ヒアリング、事業者ヒアリングによる計画・設計意図と期待される

効果の対応は以下のようにまとめられる。 

 

表 設計意図と期待した効果のまとめ 

意図  景観に配慮した内容 期待される効果 

Ａ 古い建物と新しい建物の調和 

1 住宅建築コンクールの

開催 

○金山住宅の普及と大工職人の育成・

技術向上を目的として設立 

○住宅の周囲の環境・景観についても

審査対象とする。 

2 地場産業、伝統技術の

活用 

○住宅に、金山で育った木材や伝統的

な材料を使用 

○在来工法（白壁と切り妻屋根）によ

る住宅建替 

3 既存の古い建物の活用 ○昔の趣を残すように復元・活用 

●意識変化（親しみ・愛着） 

●利用形態・頻度等の変化、地

域活動（イベント・行事）の活

性化、環境保全・学習活動、清

掃等の維持管理活動 

●建物ファサードの変化、周辺

景観の改善、周辺施設の連帯性

の向上 

B 街並み回遊ルート整備による回遊性の向上 

1 河川・水路の整備 ○水路は町中を張り巡らせるように整

備 

○家並みと調和する石積みで整備 

2 生活道路・公園等の整

備 

○道路舗装は地域の材料である、緑色

の安山岩を骨材とした洗い出しとした

●利用形態・頻度等の変化、清

掃等の維持管理活動 

●周辺景観の改善、周辺施設の

連帯性の向上 

C  基準誘導による美しい町並みの形成 

1 金山町地域住宅計画 

（HOPE計画）の策定 

○美しい街並み形成の考え方、地域に

合った住宅モデルの提案、これらの進

め方等について体系的に整理 

○杉林と豪雪という町の風土と金山杉

を使った木造住宅が景観形成のキーワ

ードとする。 

2 金山町街並み景観形成

基準の制定 

○道路からの外壁の後退 

○屋根の色調（こげ茶・黒）、屋根の形

態（切妻で妻入の大屋根）、屋根の勾配

（3/10～5/10） 

○外壁の仕上げ（オイルステン仕上げ

や木材保護着色材仕上げの杉板張等）

（しっくい､プラスター、モルタル等塗

壁） 

●建物ファサードの変化、周辺

景観の改善、周辺施設の連帯性

の向上 
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 ２）期待される効果の発現段階における整理 

上記期待する効果について、効果の発現段階の「意識変化」、「活動変化」、「空間変化」

において以下のような効果が想定される。 

 

表 発現段階ごとの効果の整理 

期待する効果 意識変化 活動変化 空間変化 

●古い建物と新し

い建物の調和 

○古い建物に対して

親しみ（愛着）をも

つようになった 

○金山型住宅に対す

る親しみ・愛着・誇

り 

○歴史を感じるよう

になった 

 

○金山型住宅への建

て替え・新築 

○古い建物の復元 

●街並み回遊ルート

整備による回遊性の

向上 

○生活道路（裏道）

を意識するようにな

った 

○生活道路（裏道）を

散策するようになっ

た 

○清掃活動をおこな

っている 

○生活道路（裏道）に

面する箇所の修景 

●基準誘導による美

しい町並みの形成 
○景観の共有性  

○金山型住宅への建

て替え 

○建築物・工作物の修

景 

 

これを踏まえ、各段階における効果の把握調査を実施した。 

 




